
トリドールホールディングス 社外取締役の独立性に関する考え方  

東京証券取引所及び会社法が定める独立性基準を踏まえ、当社における社外取締役の独立性

判断基準を、以下に定める要件を満たした者と定義しております。  

なお、当社は社外取締役梅木利泰、梅田浩章及び片岡牧を独立役員に指定しております。  

  

(a) 業務執行者  

当社又は当社の連結子会社（以下「当社グループ」という。）の業務執行取締役、執行役又は使

用人（以下「業務執行者」という。）でなく、かつ、その就任前 10年間においても業務執行者でなか

ったこと。  

その就任の前 10 年間において当社グループの取締役又は監査役であった者（業務執行者であ

ったものを除く。）については、当該取締役又は監査役の就任前 10年間において業務執行者でな

かったこと。  

(b) 大株主  

当社が大株主である法人、組合等の団体の業務執行者でないこと。  

(c) 借入先  

当社の主要な借入先（当社の連結総資産の 2％を超える金額の借入先をいう。）の業務執行者で

はないこと。  

(d) 取引先  

当社の主要な取引先（年間取引額が当社の連結売上収益の２％を超えるものをいう。）又はその

業務執行者でないこと。  

当社を主要な取引先とするもの（年間取引額が当該取引先の連結売上収益の２％を超えるもの

をいう。）又はその業務執行者でないこと。  

(e) 会計監査人  

当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士でないこと。  

(f) 弁護士、コンサルタント等  

当社から役員報酬以外に年間 1,000 万円を超える報酬を得ている弁護士、公認会計士、司法書

士、弁理士その他の専門家又はコンサルタント等（法人、組合その他の団体である場合は、当該

団体に所属する者）でないこと。  

(g) 経歴  

就任前 3年間において、(b)から(f)までのいずれかに該当していないこと。  

(h) 親族  

(a)から(g)までのいずれかに掲げる者（役員、部長、パートナー、アソシエイト等の重要な者に限

る。）の配偶者及び二親等以内の親族でないこと。  

(i) 寄付  

当社より年間 1,000万円を超える寄付金を受領しているもの又はその業務執行者でないこと。  

(j) 相互就任関係  



当社との間で取締役、執行役又は監査役を相互に派遣している関係でないこと。  

(k) 利益相反  

(a)から(j)に定めるほか、当社グループと利益相反の生ずるおそれがないこと。  

 


